
オーナー様が考えるべき、
これからの不動産管理のポイント 



人口減・国際的なデジタル化の遅れに対し、官民で対策が急務

https://toyokeizai.net/articles/-/684722?page=3

３メガバンクも銀行窓口の省力化、
非対面化を推進

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation/pdf/201
80907_01.pdf

「2025年の崖」デジタル化の遅れ
により、年間12兆の国家損失



デジタル化の流れが不動産業界にも波及

2021年
5月

デジタル改革関連法  成立

2022年
1月

電子帳簿保存法  改正
（2年の猶予設定）

2022年
5月

宅建業法  改正

2022年
4月

個人情報保護法  改正

2021年
6月

賃貸住宅管理業法  施行
（1年の経過措置期間）

2021年
9月

デジタル庁  発足

2022年
6月

賃貸住宅管理業法
経過措置終了

2023年
10月

インボイス制度  導入

税務申告や不動産の契約手続きにおいて、従来の書面・対面原則が大幅に緩和



不動産の所有をデジタルの力でサポートする

販売／管理受託

賃貸仲介／管理

売買仲介

相続コンサル

毎月の収支報告

定期レポート

各種コミュニケーション

情報発信・提案

小口化

不動産開発

資金調達

WealthPark Alternative

収益物件広告

売却シミュレーション

資産情報の集約

オーナー入力

管理サービスの差別化

電子契約

AI賃料査定

多様化する不動産管理・資産管理を不動産会社様と共に一気通貫で提供


